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令 和 ７ 年 １ 月 ２ １ 日 

 小山町総合教育会議 資料 

（件名） 小山町立小中学校の一貫校化について                  

 

１ 主旨説明 

 全国的に進む少子化は小山町も例外ではなく、今後も続くものとされていま

す。 

 少子化を止める施策を展開する傍ら、少なくなる子ども（児童・生徒）に対

し小山町教育大綱を実現していくための方策が求められています。 

 そして小山町の子どもたちのよりよい教育環境と教育の質の担保を図ってい

かなければなりません。 

 

第２次小山町教育大綱の基本方針（抜粋） 

 生きる力の養成 

 郷土に誇りと愛着を持つ教育の推進 

 地域社会全体で取り組む教育の推進 

  

２ 議題の設定理由 

(1) 須走中学校区学校運営協議会（コミュニティスクール）の意見の反映 

 地域に学校があることは大切であり、子どもにとってとてもプラスなこ

と。地域として、学校がなくなるより一貫校設立を推進していきたい。 

 

(2) 全国的潮流 

 少子化に伴い全国で「小学校ー小学校」、「中学校ー中学校」同士のいわ

ゆる統廃合が進められてきましたが、一律的に統廃合を進めるより小規

模校でも存続させることを選択する流れに変わってきている傾向があ

ります。「小学校ー中学校」を一つとする小中一貫校化は小規模校を存続

するための有効な手段であるといえます。 
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３ 小中一貫校化 

(1) 小中一貫校化にすることによるメリット 

 小学校の教科担任制を充実させることにより専門性の高い授業を行う

ことができ学力や学習意欲の向上が期待できる。 

 異年齢とのコミュニケーションの機会が増える。小学校の中学生への憧

れや中学生の小さい子への思いやりが育まれる。 

 小学校から中学校への接続が円滑に行われ、中 1 ギャップ、不登校の減

少に繋がる。 

 小学校時の学習で定着しきれなかった内容を中学校の過程において補

うことが容易になる。 

 小学校の時から子どもを見続けている先生が中学校にもいるので、安定

した生活指導、生徒指導ができる。 

 ６－３制の欠点を柔軟に補完できる。 

 コミュニティスクール制度等を活用し、より地域の考えを反映した教育

を実践しやすくなる。 

 

(2) 小中一貫校の種別 

A-1 一体型小中一貫校 

同じ設置者（市町村）が小学校と中学校を併設し、接続して小中一貫

教育を行うもの。 

A-2 分離型小中一貫校 

主に、地域の結びつきの強い中学校とその地域の小学校が連携して取

り組む事例が多い。 

B  義務教育学校 

学校教育法の改正により平成２８年に新設された制度。小学校課程か

ら中学校課程まで義務教育を一貫して一つの学校で行う。 
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地区の願いを受けて 

  （令和６年１０月８日（火） 須走中学校区学校運営協議会にて） 

ー 須走小中一貫校設立について ー 

 地域として、是非一貫校設立を推進していきたい。地域に学校があるこ

とは、子どもにとってとてもプラスなこと。 

 地域に学校があることは大切であり、学校がなくなるより一貫校設立を

推進していきたい。地域環境の１つである学校の存続を考えていきたい。 

 小中一貫校であれば小学校高学年が中学校の部活動に参加することも

可能となり、金管も吹奏楽部として活動していくことも考えられるので

はないか。 

 小中一貫校を設立すれば、中学校や小学校の統合はなくなるのではない

か。 

 このままでは須走の学校はなくなる。一貫校にすればなくなる可能性は

減るのではないか。 

 須走の転出入は多いが、子どもたちは柔軟に対応できている。小中一貫

校はいろいろな教育課程を編成することができ、小１プロブレムや中１

ギャップを緩和する可能性がある。そして異年齢集団の繋がりが濃くな

っていく。 

 須走は自衛官が多く、地域住民との交流もできる地域である。地域の活

性化にもつながるので、一貫校設立には賛成である。 

 一体型一貫校になっても、しばらくは今のままの校舎でやっていけばい

いのではないか。いずれは小学校の校舎解体から進んでいくのではない

か。 

 小学校教諭の中に、音楽、美術、技術、家庭科の免許状を持っている教

員が配置されることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議結果 

※  人口減少対策や人口増加の施策等の課題も出されたが、多くの委員

が小中一貫校設立には賛成であり、設立反対の意見はなかった。 

学校運営協議会の総意として、小中一貫校設立を推進していく意思が

確認された。学校からの丁寧な説明と協議により、統合よりも須走地区

に学校を残したい、学校をなくさないためにも一貫校設立は必要である

ということを委員の間で共有できた。 
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 参考 

※ 令和４～５年度に教育委員会において実施した「小山町の教育のあり方調査研

究委員会」での最終報告の中に、学校種間をまたぐ統合・連携の案が以下のとお

り確認されています。 

 

学校種間をまたぐ統合・連携 

（A 案） 

小山中学校と成美小学校・明倫小学校・足柄小学校を 1 つの一貫校とする。 

（B 案） 

小山地区、北郷地区、須走地区それぞれの学校を小中一貫校とし、町内３

つの一貫校とする。 

 公立校であることから、町内３地区での平等性・整合性が必要である

ため。 

 小規模校間の施設を一体化することで、施設の効率的な運用が図れる。 

（C 案） 

須走小学校と須走中学校を一貫校として特認校化する。 

 

 




